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課
税
の
対
象
と
な
る
年
金
は
？

老
齢
と
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
が

課
税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

老
齢
と
名
の
つ
く
年
金
で
あ
っ
て
も
一
定

の
額
に
満
た
な
い
場
合
や
、
障
害
年
金
、
遺

族
年
金
は
、
課
税
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
の

で
、
﹁
扶
養
親
族
等
申
告
書
﹂
は
送
付
さ
れ

ま
せ
ん
。

課
税
の
対
象
と
な
る
人
は
？

年
間
に
受
け
取
る
年
金
額
が
次
の
額
以
上

に
な
る
人
で
す
。

①
65
歳
未
満
の
人
⋯
１
０
８
万
円
以
上

②
65
歳
以
上
の
人
⋯
１
５
８
万
円
以
上

※
な
お
、
収
入
が
年
金
の
み
で
受
け
取
る
年

金
額
が
こ
の
額
に
満
た
な
い
人
や
、
年
金

額
が
各
種
控
除
額
を
合
算
し
た
額
よ
り
少

な
い
場
合
、
所
得
税
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

申
告
書
を
提
出
し
忘
れ
た
ら

配
偶
者
控
除
な
ど
を
受
け
ら
れ
る
人
が
、

﹁
扶
養
親
族
等
申
告
書
﹂
を
提
出
し
忘
れ
た

場
合
は
、
確
定
申
告
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

対
象
と
な
る
人
は
、
忘
れ
な
い
で
申
告
書

を
提
出(

送
付)

し
て
く
だ
さ
い
。

所
得
税
法
な
ど
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
17

年
分
の
所
得
の
申
告
か
ら
、
国
民
年
金
保
険

料
を
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
申
告
す
る

際
、
１
年
間
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料

額
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
な
ど

が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
生
命
保
険
会
社
な
ど
か
ら
送

付
さ
れ
る
控
除
証
明
書
と
同
じ
よ
う
に
、
１

年
間
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
額
を
証

明
し
た
控
除
証
明
書
︵
は
が
き
形
式
︶
が
、

11
月
初
旬
に
国
か
ら
送
ら
れ
ま
す
︵
10
月
以

降
、
本
年
初
め
て
保
険
料
を
納
付
す
る
人
に

は
、
翌
年
２
月
初
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
︶。

年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
手
続
き
の
際
は

必
ず
こ
の
証
明
書
や
領
収
証
書
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
の
保
険
料
納
付
に

は
、
便
利
で
確
実
な
口
座
振
替

を
お
勧
め
し
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
を
年
末
調
整
や
確

定
申
告
に
お
い
て
申
告
す
る
際
に
﹁
社

会
保
険
料
︵
国
民
年
金
保
険
料
︶
控
除

証
明
書
﹂
な
ど
証
明
書
の
添
付
・
提
示

が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

老
齢
年
金
を
受
け
て
い
る
人
は
、
毎
年
１
回
﹁
扶
養
親
族
等
申
告
書
﹂
の
提
出
が
必
要
で
す
。

こ
れ
は
、
翌
年
に
支
払
わ
れ
る
年
金
か
ら
、
所
得
税
を
適
正
に
源
泉
徴
収
︵
課
税
︶
す
る
た

め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
す
。

問
合
せ

国
民
年
金
係
　
☎
89
︱
２
１
６
８

対
象
者
に
は
、
11
月
初
旬
に

国
か
ら
﹁
扶
養
親
族
等
申
告
書
﹂

︵
は
が
き
形
式
︶が
送
ら
れ
ま
す
。

忘
れ
な
い
で
提
出︵
送
付
︶し
て

く
だ
さ
い
。

提
出
期
限
は
、
12
月
１
日
で
す
。


